
お問い合せ先：鏡野町住民税務課　住民窓口係　担当：築山・入木　電話（0868）54-2985

マイナンバーカード交付のための
日曜日　臨時窓口を開設します

日曜日にマイナンバーカードの申請を受付けます

臨時窓口開設日 ８／29㈰　９／５㈰　９／12㈰　の３日間
午前９時～午後４時まで

申 請 場 所 鏡野町役場　住民税務課（正面玄関からお入りください）

持ってくるもの

・マイナンバー記載の通知カード
　または個人番号通知書�　（令和２年５月25日以降にお生まれの方等）
・本人確認ができる書類　運転免許証など写真付きのものは１点
　または、健康保険証・各種受給者証など写真付きでないものは２点
・住民基本台帳カード（所持者のみ）
・個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書

そ の 他 ※臨時窓口は本庁のみです。

　マイナンバーカードを申請され交付準備が整った方へ、交付案内通知を発送しています。
　平日、都合で来庁できない方へ日曜日の交付臨時窓口を開設いたしますので、必ずご本人が
お越しください。
　なお、密をさけ円滑な交付となるよう、事前に電話にて予約をしてからご来庁いただきます
ようお願いいたします。

　まだマイナンバーカードを申請されていない方へ、日曜日の臨時窓口を開設いたしますので
ご利用ください。
　申請に予約は不要です。写真は無料で撮影いたします。

臨時窓口開設日 ８／29㈰　９／５㈰　９／12㈰　の３日間
午前９時～午後４時まで

予 約 受 付 期 間 ８／17㈫～９／10㈮の平日のみ

予 約 受 付 時 間 上記、予約受付期間中の午前８時30分～午後５時まで
予約は先着順です。ご希望に添えない場合がありますがご了承ください。

予約受付・交付場所 鏡野町役場　住民税務課（交付当日は正面玄関からお入りください）

持ってくるもの 交付案内通知の同封書類をご確認ください。

そ の 他 ※臨時窓口は本庁のみです。振興センターが交付場所の方で、日曜日
の本庁臨時窓口での交付を希望される方は１週間前までにその旨を
ご連絡ください。
※臨時窓口で行う業務はマイナンバーカードの交付及び申請のみで
す。各種証明書の発行はできません。
※交付に際しては厳密な本人確認やパスワードの設定などで一人約20
分程度かかることを想定しています。当日の状況によっては終了時
間が前後することをご了承ください。
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